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行
事
予
定  

十
二
月 

 
 

五
日 

第
六
十
九
回
神
宮
新
穀
感
謝
祭 

於
神
宮 

 
 

七
日 

県
神
道
青
年
会
教
養
研
修
会 

 
 
 

 
 

仝
年
忘
れ
会 

 

十
一
日 

神
社
庁
役
員
会 

 

於
武
雄
市 

 

十
九
日 

六
社
会 

 
 

於
千
栗
八
幡
宮 

二
十
三
日 

山
下
雄
平
君
を
励
ま
す
会 

 

於
マ
リ
ト
ピ
ア 

二
十
八
日 

正
副
庁
長
会 

 
 
 

 
 

御
用
納
め 

令
和
六
年 

 

一
月 

 
 

四
日 

仕
事
始
祭 

 

十
一
日 

学
神
祭 

二
十
三
日 

九
州
地
区
別
表
神
社
宮
司
会 

於
佐
嘉
神
社
記
念
館 

 

三
十
日 

第
四
回
教
化
委
員
会 

於
神
社
庁 

 

新
年
に
あ
た
り 

神
社
庁
神
殿
に
て
学
神
祭
を
斎
行
致
し
ま
す 

祭
典
に
併
せ 
竹
の
園
生
の
儀
式
に
倣
い 

講
書
始
の
儀 

並
び
に
賀
寿
の
御
祝
も
執
り
行
い
ま
す
の
で 

御
参
列
下
さ
い
ま
す
よ
う 

御
案
内
申
し
上
げ
ま
す 

尚 

当
日
は
貴
神
社
総
代
様
一
名
を
御
同
伴
戴
き
御
参
列
戴
け
れ
ば 

幸
甚
に
存
じ
ま
す 

 

一
、
日 

時 

令
和
六
年
一
月
十
一
日
（
木
）
午
後
三
時 

一
、
場 

所 

神
社
庁
神
殿
（
平
和
会
館
三
階
・
神
殿
の
間
） 

一
、
講
書
始 

千
栗
八
幡
宮 

宮
司 
東 

正
弘 

先
生 

 
 

 
 

 
 

 

「
創
建
一
三
〇
〇
年
の
歴
史
の
中
で
」
（
仮
題
） 

一
、

 

一
、
御
案
内 

神
社
庁
役
員
、
協
議
員
、
研
修
所
講
師
、
支
部
長
、 

支
部
幹
事
、
大
麻
幹
事
、
教
化
委
員
、
県
総
代
会 

役
員
、
評
議
員
、
総
代
会
支
部
長
、
各
指
定
団
体 

会
長
、
敬
神
婦
人
会
単
位
会
長
、
他
管
内
神
職 

 
 

 

※
追
っ
て
往
復
葉
書
に
て
御
案
内
致
し
ま
す
の
で
、
出
欠
に
つ
い
て
は
、 

そ
ち
ら
に
て
御
回
報
の
程
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

令和６年 学神祭の御案内 

 

 

第 303 号  

★
発
行
者 

佐
賀
県
神
社
庁 

 
 

 
 

 
 

庁
長 

德 

久 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
市
川
原
町
八
番
二
七
号 

★
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

 
 

 
 

 
h
i
z
e
n
.
s
a
g
a
k
e
n
-
j
-
c
h
o
u
 

@
s
h
o
r
e
.
o
c
n
.
n
e
.
j
p
 

祝
祭
日
に
は
国
旗
を 

掲
げ
ま
し
ょ
う 
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令
和
五
年 

神
社
庁
神
殿
例
祭
斎
行 

 
 

 
 

 
去
る
十
一
月
十
九
日
、
平
和
会
館
三
階
「
神

殿
の
間
」
に
お
い
て
、
本
年
の
神
社
庁
神
殿
例

祭
が
斎
行
さ
れ
、
斎
主
に
永
代
副
庁
長
、
祭
員

に
東
松
浦
地
区
東
支
部 

本
田
正
博
鏡
山
神

社
宮
司
、
唐
津
市
地
区
支
部 

宮
﨑
貞
克
八
幡

社
宮
司
、
東
松
浦
地
区
西
支
部 

野
﨑
洸
史
日

枝
神
社
宮
司
が
そ
れ
ぞ
れ
奉
仕
し
た
。
ま
た
、

伶
人
と
し
て
佐
賀
県
神
道
青
年
会
よ
り
、
古
川

勝
茂
金
刀
比
羅
神
社
宮
司
（
鳳
笙
）
、
溝
上
忠
秀

佐
嘉
神
社
権
祢
宜
（
篳

篥
）
、
大
島
仁
志
髙
木

八
幡
宮
祢
宜
（
龍
笛
）

の
会
員
が
奉
仕
。 

 

更
に
、
神
社
庁
祭
祀

舞
講
師
補
で
も
あ
る

宮
田
彩
子
氏
が
、
「
朝

日
舞
」
を
神
前
に
奉
納

し
た
。 

 

本
祭
儀
は
、
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
十
一

月
十
九
日
、
か
つ
て
の
佐
賀
縣
神
職
会
館
に
完

成
し
た
神
殿
に
、
現
在
祀
ら
れ
て
い
る
祭
神

（
主
祭
神
：
天
照
坐
皇
大
御
神
、
相
殿
：
県
内

奉
斎
の
各
御
祭
神
、
国
学
四
大
人
）
が
遷
座
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
例
祭
日
と
な
っ
て
い
る
。 

 

祭
典
に
際
し
、
佐
賀
県
神
社
庁
役
員
を
始
め
、

佐
賀
県
神
社
総
代
会
役
員
、
神
職
、
総
代
、
管

内
神
社
関
係
者
五
十
二

名
参
列
が
参
列
し
て
、

厳
粛
に
斎
行
さ
れ
た
。 

 

当
日
は
、
祭
儀
に
引

続
き
、
助
成
金
伝
達
式

が
行
わ
れ
、
佐
賀
県
神

道
青
年
会
、
佐
賀
県
敬

神
婦
人
会
、
佐
賀
県
女

子
神
職
会
各
代
表
に
、

德
久
神
社
庁
長
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
交
付
さ
れ
た
。 

  

事
務
連
絡  

令
和
五
年
十
月
日
附
通
達
第
四
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
「
負
担
金
賦
課
徴
収
に
関
す
る
特
別
措
置
規 

程
」
等
二
規
程
廃
止
の
件 

 

標
記
の
件
、
令
和
五
年
十
月
定
例
評
議
員
会

の
議
決
を
経
て
、
左
記
規
程
が
令
和
五
年
十
月

二
十
日
附
を
以
て
廃
止
さ
れ
ま
す
の
で
、
御
管

内
に
周
知
徹
底
方
御
配
慮
下
さ
い
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
負
担
金
賦
課
徴
収
に
関
す
る
特
別
措
置
規 

程
（
令
和
二
年
、
規
程
第
一
号
） 

二
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に 

よ
る
神
社
本
庁
災
害
等
対
策
資
金
貸
付
規 

程
に
基
づ
く
借
入
の
特
別
措
置
規
程
（
令
和 

二
年
、
規
程
第
二
号
） 

以 

上 
 

 

令
和
五
年
十
月
日
附
通
達
第
五
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
「
特
別
寄
贈
金
の
取
扱
に
関
す
る
内
規
の
一 

部
を
変
更
す
る
内
規
」
施
行
の
件 

 

標
記
の
件
、
左
記
内
規
が
別
紙
の
通
り
制
定

さ
れ
、
茲
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

の
で
、
御
諒
承
の
上
、
然
る
べ
く
御
配
慮
下
さ

い
。 

 
 
 

 
 

記 

内
規
第
三
号 

 

特
別
寄
贈
金
の
取
扱
に
関
す
る
内
規
の
一

部
を
変
更
す
る
内
規 

以 

上 
 

別
紙 

特
別
寄
贈
金
の
取
扱
に
関
す
る
内
規
の
一
部

を
変
更
す
る
内
規
を
次
の
通
り
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
七
日 

神
社
本
庁
統
理 

鷹
司
尚
武 

 

 

内
規
第
三
号 

 

特
別
寄
贈
金
の
取
扱
に
関
す
る
内
規
の
一

部
を
変
更
す
る
内
規 

特
別
寄
贈
金
の
取
扱
に
関
す
る
内
規
（
平
成
二

十
六
年
、
内
規
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
や
う

に
変
更
す
る
。 

令
和
二
年
内
規
第
六
号
の
附
則
第
二
項
及
び

第
三
項
を
削
る
。 
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附
則 

こ
の
内
規
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
附
総
務
発
第
六
五
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
年
末
年
始
に
お
け
る
雑
踏
事
故
等
の
防
止
に 

つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
此
の
度
警
察
庁
よ
り
、
別
紙
の

通
り
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
依
頼
時
効
の

内
容
を
充
分
御
留
意
の
上
、
事
前
に
警
察
と
の

緊
密
な
連
絡
を
確
保
す
る
等
、
そ
の
対
応
に
万

全
を
期
す
る
や
う
、
周
知
徹
底
方
御
配
慮
を
お

願
ひ
致
し
ま
す
。
特
に
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
神

社
、
ま
た
、
不
法
行
為
者
等
に
よ
る
紛
争
事
案

の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
神
社
に
は
、
同
書
（
写
）

を
送
付
の
上
、
充
分
御
指
導
下
さ
い
。 

 

尚
、
本
年
五
月
八
日
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
位
置
づ
け
が
変
更
さ
れ
、
全

国
的
に
多
く
の
人
を
集
め
る
行
事
等
が
再
開

し
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
回
復
も
相
俟
っ
て
、
年

末
年
始
に
あ
た
っ
て
は
コ
ロ
ナ
禍
前
の
水
準

の
人
出
と
な
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
て
を
り
ま

す
。 

 

※
宮
司
の
み
関
係
通
知
（
写
）
同
封 

 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
附
広
国
発
第
一
六
号 

神
社
本
庁
教
化
広
報
部
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
氏
子
の
し
お
り
第
六
十
一
号
『
建
築
儀
礼 

 

地
鎮
祭
か
ら
入
居
ま
で
』
発
行
の
件 

 

標
記
の
件
、
教
化
広
報
活
動
の
一
環
と
し
て

新
た
に
「
氏
子
の
し
お
り
」
を
作
成
致
し
ま
し

た
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
貴
庁
宛
に
同
誌
を
十
部
送

付
致
し
ま
す
の
で
御
活
用
戴
き
ま
す
と
と
も

に
、
左
記
の
通
り
頒
布
致
し
ま
す
こ
と
、
御
承

知
置
き
願
ひ
ま
す
。 

 

尚
、
管
内
神
職
各
位
へ
は
十
一
月
一
日
発
行

の
『
月
刊
若
木
』
第
八
九
三
号
に
、
本
誌
発
行

に
か
か
る
紹
介
記
事
を
掲
載
す
る
と
と
も
に

附
録
と
し
て
同
封
致
し
ま
す
の
で
、
あ
は
せ
て

御
承
知
置
き
下
さ
い
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
頒
布
価
格 

 
 

 

神
社
庁
価
格 六

九
三
円
（
税
込
・
十
部
） 

 
 

 
一
般
価
格 

七
七
〇
円
（
税
込
・
十
部
） 

※
申
込
み
は
十
部
単
位
と
な
り
ま
す
。 

※
送
料
は
実
費
御
負
担
戴
き
ま
す
。 

一
、
取 

 

扱 

 
 

 

神
社
新
報
社 

電 

話
〇
三
（
三
三
七
九
）
八
二
一
二 

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三
（
三
三
七
九
）
八
二
一
三 

以 

上 
 

 

令
和
五
年
十
月
日
附 

國
大
神
道
研
修
事
務
部
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
六
年
春
期
（
第
一
五
〇
回
）
神
職
養
成 

講
習
会
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ 

 

拝
啓 

錦
秋
の
候 

貴
庁
ま
す
ま
す
ご
隆

昌
の
段
、
大
慶
に
存
じ
ま
す
。 

 

平
素
よ
り
本
学
の
神
職
養
成
に
関
し
ま
し

て
は
、
格
別
の
御
高
配
に
あ
ず
か
り
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
さ
て
、
本
学
主
催
の
令
和
六
年
春

期
（
第
一
五
〇
回
）
神
職
養
成
講
習
会
で
す
が
、

令
和
元
年
夏
季
（
第
一
四
一
回
）
を
最
後
に
、

開
催
を
見
送
っ
て
お
り
ま
し
た
「
正
階
」
の
み

を
開
講
い
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ス
ル
感
染
症
の
扱
い
が
、

本
年
五
月
八
日
以
降
、
五
類
に
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
が
、
昨
今
の
各
種
感
染
状
況
や
、
大
学

の
受
け
入
れ
人
数
等
を
鑑
み
た
う
え
で
、
「
正

階
」
の
み
の
開
講
と
な
り
ま
す
こ
と
、
ご
理
解

ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
貴
庁
管
内
各
支
部
長

様
に
ご
周
知
を
お
願
い
致
し
ま
す
と
と
も
に
、

受
講
希
望
者
の
ご
推
薦
（
案
内
書
添
付
の
書
類
、

コ
ピ
ー
不
可
）
を
併
せ
て
お
願
い
申
し
上
げ
る

次
第
で
す
。 

な
お
、
各
種
感
染
症
の
流
行
状
況
等
に
よ
っ

て
は
、
開
講
直
前
や
期
間
中
を
問
わ
ず
、
講
習

会
を
中
断
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
こ
と
を
、
念

の
た
め
申
し
添
え
ま
す
。 

お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
何
卒
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

敬
具 
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【
備
考
】 

○
今
回
の
正
階
受
講
条
件
・
資
格
は
、
次
の 

①
②
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
し
、
権
正 

階
を
有
す
る
者
、
か
つ
奉
職
神
社
及
び
神 

社
庁
長
の
推
薦
を
得
ら
れ
、
本
学
が
適
当 

と
認
め
た
者
と
い
た
し
ま
す
。 

ま
た
、
今
回
に
限
り
、
満
六
八
歳
ま
で
の 

受
講
を
許
可
し
ま
す
。 

①
短
期
大
学
卒
業
者
も
し
く
は
こ
れ
と
同
等 

以
上
の
学
校
卒
業
者
（
詳
細
は
案
内
書
五 

ペ
ー
ジ
参
照
）
。 

②
大
学
学
部
三
年
以
上
に
在
学
し
て
い
る 

者
。 

な
お
、
受
講
希
望
者
が
多
い
場
合
は
、
選 

考
の
う
え
、
受
講
を
許
可
さ
せ
て
い
た
だ 

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

○
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
神
道 

研
修
事
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ 

い
。 

以 

上 
 

開
催
要
綱 

抄 

一
、
開
講
階
位
・
期
間
、
受
講
料 

 
 
 

正
階 

 
 
 

令
和
六
年
二
月
九
日
（
金
） 

～
同
三
月
十
六
日
（
土
） 

 
 
 

金
一
九
六
、
〇
〇
〇
円 

一
、
受
講
願
書
受
付
期
間 

 
 
 

郵
送
受
付 

 
 

 

令
和
五
年
十
二
月
四
日
（
月
） 

～
十
二
日
（
火
） 

 
 

 

期
間
内
に
必
着
（
消
印
有
効
で
は
な 

い
）。
書
類
は
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
プ
ラ
ス 

（
赤
色
）
に
て
國
學
院
大
學
神
道
研 

修
事
務
課
宛
に
て
送
付
す
る
こ
と
。 

 
 

 

窓
口
受
付 

 
 

 

令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
（
水
）
の
み 

 
 

 

受
付
時
間
は
午
前
九
時
～
午
後
四 

時
。
場
所
は
神
道
研
修
事
務
課
窓
口 

（
國
學
院
大
學
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
若 

木
タ
ワ
ー
三
階
）。 

 

令
和
五
年
十
一
月
六
日
附
広
国
発
第
一
九
号 

神
社
本
庁
教
化
広
報
部
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
神
職
専
用
サ
イ
ト
資
材
及
び
神
社
本
庁
公
式 

y
ouTube

動
画
活
用
方
推
奨
の
件 

 

標
記
の
件
、
各
神
社
で
の
教
化
活
動
に
資

す
る
た
め
、
左
記
の
通
り
動
画
を
神
職
専
用

サ
イ
ト
及
び
神
社
本
庁
公
式

Y
o
u
T
u
b
e

チ

ャ
ン
ネ
ル
に
掲
載
致
し
ま
し
た
。
広
く
御
活

用
戴
き
ま
す
や
う
、
お
願
ひ
致
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
制
作
動
画 

 
 

 

・
昇
殿
参
拝
勧
奨
動
画 

 
 

 

「
は
じ
め
て
の
御
祈
祷
」 

（
四
分
四
十
八
秒
） 

 
 

 

・
「
は
じ
め
て
の
御
祈
祷
」
英
語
版 

 
 

 

「V
i
sitin

g a 
Shin

to
  

Jinja 
: My

 firs
t Fo

rmal
  

Shinto
 Pra

yer

」 

(

四
分
四
十
八
秒)

   

 
 
 

・「
玉
串
拝
礼
の
作
法
」 

（
一
分
四
十
七
秒
） 

 
 
 

・「
玉
串
拝
礼
の
作
法
」
英
語
版 

 
 
 

「Vi
sitin

g a 
Shin

to
  

Jinja 
: Ho

w to 
offe

r
 a

  

tamagu
shi

」 

一
、
内
容 

 
 

昇
殿
参
拝
を
一
般
の
方
に
紹
介
し
、
広 

く
御
祈
祷
を
受
け
て
頂
く
や
う
勧
奨
す
る 

動
画
で
す
。
英
語
で
は
字
幕
、
英
語
ナ
レ 

ー
シ
ョ
ン
を
付
し
て
ゐ
ま
す
。 

玉
串
拝
礼
の
作
法
は
拝
殿
で
の
玉
串
拝 

礼
の
作
法
を
紹
介
し
た
動
画
と
な
っ
て 

ゐ
ま
す
。 

全
て
の
動
画
は
各
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

や
チ
ラ
シ
で
申
請
無
く
利
用
す
る
こ
と
が 

で
き
ま
す
。 

一
、
利
用
方
法 

 
 

神
職
専
用
サ
イ
ト
に
各
種
デ
ー
タ
を
掲 

載
し
て
ゐ
ま
す
の
で
、
夫
々
ダ
ウ
ン
ロ
ー 

ド
し
て
御
利
用
下
さ
い
。 

 

神
社
本
庁
神
職
専
用
サ
イ
ト
： 

h
t
t
p
s
:
/
/
s
h
i
n
s
h
o
k
u
.
j
i
n
j
a
h
o
n
c
h
o
.
o
r
.
j
p
/
 

一
、
問
合
せ
先 

 
 
 

神
社
本
庁
教
化
広
報
セ
ン
タ
ー
教
化
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広
報
部
広
報
国
際
課 

電
話 

〇
三―

三
三
七
九―

八
〇
一
六 

E
m
a
i
l
 
k
o
h
o
@
j
i
n
j
a
h
o
n
c
h
o
.
o
r
.
j
p
 以 

上 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日
附
研
祭
発
第
四
一
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
年
末
年
始
に
あ
た
り
「
神
符
守
札
等
の
御
取 

扱
ひ
」
に
つ
い
て
周
知
徹
底
の
件 

 

標
記
の
件
、
神
符
守
札
等
の
御
取
扱
ひ
に

つ
い
て
は
、
神
社
本
庁
憲
章
第
八
章
第
三
項

に
「
信
仰
上
の
尊
厳
を
汚
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
明
記
さ
れ
、
神
職
の
重
要
な
責
務
と

し
て
十
分
に
慎
重
を
期
す
る
や
う
、
昭
和
五

十
四
年
通
達
第
四
号
を
始
め
諸
通
知
等
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
周
知
徹
底
を
図
っ
て
参
り
ま

し
た
。 

 

し
か
し
、
誠
に
遺
憾
な
こ
と
な
が
ら
、
所

謂
「
祈
願
済
」
商
品
や
、
神
符
守
札
が
宣
伝

材
料
等
の
商
業
目
的
に
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、

昨
今
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
よ
る
影
響
も
あ
っ

て
か
、
転
売
目
的
と
見
ら
れ
る
神
符
守
札
を

大
量
に
受
け
よ
う
と
す
る
や
う
な
事
例
が
後

を
絶
ち
ま
せ
ん
。
ま
た
、
営
利
・
非
営
利
の

目
的
に
係
は
ら
ず
、
神
符
守
札
が
神
社
と
関

係
の
な
い
企
業
・
団
体
等
の
第
三
者
を
介

し
、
「
業
態
」
と
し
て
頒
布
さ
れ
る
事
例
も

多
々
見
ら
れ
ま
す
。 

 

神
社
に
お
い
て
も
、
利
便
性
等
を
過
度
に

追
及
す
る
あ
ま
り
、
商
品
販
売
と
同
一
視
さ

れ
兼
ね
な
い
行
き
過
ぎ
た
頒
布
方
法
や
初
穂

料
の
授
受
等
が
各
所
に
見
ら
れ
ま
す
。 

 

神
符
守
札
並
び
に
神
縁
品
は
、
神
社
信
仰

の
根
源
に
関
は
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ

ま
で
も
な
く
、
そ
の
お
取
扱
ひ
は
信
仰
行
為

且
つ
非
営
利
の
活
動
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟

ち
ま
せ
ん
。
特
に
、
昨
今
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
情
報
産
業
の
商
業
主
義
的
な

傾
向
に
対
し
て
は
、
伝
統
的
な
信
仰
を
守
る

立
場
に
あ
る
神
職
と
し
て
、
十
分
に
注
意
を

払
ふ
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

神
符
守
札
等
の
御
取
扱
ひ
に
つ
い
て
は
、

本
来
の
意
味
を
今
一
度
考
慮
し
、
呉
々
も
慎

重
な
対
応
を
さ
れ
ま
す
や
う
、
年
末
年
始
、

受
験
、
節
分
等
を
迎
へ
る
時
期
に
あ
た
り
、

改
め
て
周
知
徹
底
方
お
願
ひ
致
し
ま
す
。 

 

尚
、
本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昭
和
五
十

四
年
通
達
第
四
号
並
び
に
、
平
成
十
一
年
七

月
六
日
付
通
知
「
社
頭
頒
布
品
に
お
け
る
税

務
対
応
と
授
与
品
の
御
取
扱
ひ
に
つ
い
て
」

を
御
参
考
と
し
て
添
付
致
し
ま
す
。 

 

加
へ
て
、
神
社
へ
奉
納
さ
れ
た
物
品
等
に

つ
い
て
も
、
そ
の
奉
納
の
趣
旨
等
を
踏
ま

へ
、
節
度
あ
る
取
扱
ひ
が
な
さ
れ
る
や
う
御

留
意
下
さ
い
。 

以 
上 

 

 

◆
◇
◆
教
化
委
員
た
よ
り
◆
◇
◆ 

髙
木
八
幡
宮
祢
宜 

大
島
仁
志 

 

師
走
に
入
り
、
寒
さ
も
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て

参
り
ま
し
た
。
秋
祭
り
も
終
わ
り
ほ
っ
と
し
た

の
も
束
の
間
、
今
度
は
お
正
月
を
迎
え
る
準
備

で
バ
タ
バ
タ
と
し
て
い
る
う
ち
に
あ
っ
と
い

う
間
に
新
し
い
年
が
や
っ
て
参
り
ま
す
。 

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
御
清
祥
の

事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

教
化
委
員
会
で
は
昨
年
よ
り
三
カ
年
継
続

を
目
標
と
し
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
神
宮

大
麻
頒
布
推
進
を
目
的
と
し
た
神
社
啓
発
チ

ラ
シ
を
作
成
し
た
の
ち
配
布
業
者
に
依
頼
し

て
、
各
ご
家
庭
に
配
布
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

チ
ラ
シ
の
内
容
と
し
ま
し
て
、
神
宮
大
麻
の
事

を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
内
容
や
、
季
節
の

行
事
紹
介
等
を
記
載
し
た
チ
ラ
シ
を
作
成
い

た
し
ま
し
た
。 

配
布
地
域
は
、
な
る
べ
く
世
帯
数
が
多
い

場
所
と
い
う
こ
と
で
佐
賀
市
高
木
瀬
町
を
中

心
に
、
そ
の
周
辺
も
含
め
約
一
万
二
百
九
十

部
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
配

布
後
の
経
過
で
す
が
、
新
し
く
転
居
さ
れ
た

際
に
、
氏
神
神
社
及
び
神
宮
大
麻
や
御
神
札

に
つ
い
て
数
十
件
程
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ

い
て
お
り
、
ま
た
、
お
正
月
の
参
拝
者
数
も
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少
し
多
か
っ
た
様
に
感
じ
ま
し
た
。
今
後
も

引
き
続
き
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
を
目
的
と
し

た
チ
ラ
シ
を
配
布
す
る
中
で
、
そ
の
地
域
の

お
祭
り
な
ど
も
一
緒
に
記
載
し
て
氏
子
崇
敬

者
に
伝
え
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

事
務
報
告  

【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
】 

■
伊
勢
神
社 

宮
司 

古
川 
和
生 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 
 

 
 

 

豊
受
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

仝
右 

 

・
員
数 

 

代
表 

北
島
千
夏
子 

他
一
名 

 

【
任 

免
】 

■
祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

平
野 

良
将 

 

田
島
神
社
祢
宜
に
任
ず
る 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

■
天
山
神
社
祢
宜 

泉 
 

要
次 

 

天
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

 

【
本
庁
委
嘱
】 

■
神
社
庁
研
修
所
主
任
講
師 

佐
賀
県 

德
久 

俊
彦 

■
神
社
庁
研
修
所
訓
育
主
任 

佐
賀
県 

野
﨑 

洸
史 

■
神
社
庁
雅
楽
講
師 

佐
嘉
神
社
宮
司 

佐
野 

安
正 

令
和
五
年
十
一
月
一
日 

 

寄

贈

書

籍

等

目

録

並

び

に

御

芳

名 

自 

令
和
五
年
十
一
月 

 

一
日 

至 
 

 
 

仝 
 
 

 

三
十
日 

・
社
報 

あ
つ
た 

第
二
八
〇
号 熱

田
神
宮 

様 

・
大
日
光 

第
九
一
号 

日
光
東
照
宮 

様 
・
高
知
県
神
社
庁
報 

第
八
六
七
号 

高
知
県
神
社
庁 

様 

・
み
つ
み
ね
山 

第
二
六
二
号 

三
峯
神
社 

様 

・
大
三
島
宮 
第
二
一
一
号 

大
山
祇
神
社 

様 

・
埼
玉
県
神
社
庁
報 
№
二
四
六 

埼
玉
県
神
社
庁 

様 

・
東
神 

№
一
〇
三
四 

東
京
都
神
社
庁 

様 

・
三
重
県
神
社
庁
報 

第
一
四
七
号 

・
三
重
県
神
社
総
代
会
報 

第
三
五
号 

三
重
県
神
社
庁 

様 

・
み
づ
が
き 

第
二
二
七
号 宮

城
県
神
社
庁 

様 

・
國
見 

第
二
二
九
号 

茨
城
県
神
社
庁 

様 

・
國
學
院
雑
誌 

第
一
三
九
七
号 

・
國
學
院
雑
誌 

第
一
三
九
八
号 

國
學
院
大
學 

様 

・
か
ひ
が
ね 

第
二
〇
三
号 山

梨
県
神
社
庁 

様 

・
す
い
と
く 

第
八
三
二
号 

竹
駒
神
社 

様 

・
千
葉
県
神
社
庁
報 

第
一
一
六
号 

千
葉
県
神
社
庁 

様 

・
北
海
道
神
社
庁
報 

第
一
二
八
五
号 

北
海
道
神
社
庁 

様 

・
東
神 

№
一
〇
三
五 

東
京
都
神
社
庁 

様 

・
白
山
比
咩
神
社
史 

近
世
篇 

白
山
比
咩
神
社 

様 

      

★
年
末
年
始
の
閉
庁
情
報
★ 

 
 

十
二
月
二
十
九
日
（
金
）
～ 

一
月
三
日
（
水
）
ま
で
閉
庁
で
す
。 

今
年
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 
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⑴
神
宮
大
麻
・
暦
頒
布
実
績
報
告
依
頼 

 

宮
司
宛 

 

 
 

支
部
へ
の
実
績
報
告
締
切
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
月
一
日
（
木
）
迄
で
す
。 

 

支
部
長
・
大
麻
幹
事
宛 

 

 
 

神
社
庁
へ
の
実
績
報
告
締
切
は 

 
 
 
 
 
 

二
月
十
五
日
（
木
）
迄
で
す
。 

 
 

期
日
厳
守
に
御
協
力
戴
き
、
取
纏
め 

方
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 ⑵

諸
統
計
調
査
協
力
方
依
頼 

 

宮
司
宛 

 

 
 

①
神
社
役
員
・
崇
敬
者
調
査 

 
 
 
 

支
部
に
一
月
十
六
日
（
火
）
迄 

 
 

②
神
社
活
動
に
関
す
る
全
国
調
査 

 
 
 
 

支
部
に
二
月
十
五
日
（
木
）
迄 

 
支
部
長
・
幹
事
宛 

 

 
 

各
取
纏
め
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 

①
神
社
庁
に
一
月
十
九
日
（
金
）
迄 

 
 

②
神
社
庁
に
二
月
二
十
日
（
火
）
迄 

 
 ★

年
末
年
始
の
閉
庁
情
報
★ 

 
 

十
二
月
二
十
九
日
（
金
）
～ 

一
月
三
日
（
水
）
ま
で
閉
庁
で
す
。 


